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食品安全委員会（第１０２４回会合）議事概要 
 
 
日 時:令和８年５月１２日（火） １４：００～１５：１５ 
場 所:食品安全委員会第一会議室 
出席者:祖父江委員長ほか６名出席 
傍聴者:一般６５名 

 
 
（１）器具・容器包装ポジティブリスト制度における既存物質に関する食品

健康影響評価依頼計画について 
 
  →消費者庁から説明。 

      本件については、消費者庁に対し、本日説明のあった評価依頼計画
に基づき、今後、年度ごとに評価依頼計画を当委員会に報告するとと
もに、計画どおり評価依頼を行うよう要請した。 

 
（２）令和８年度食品健康影響評価依頼予定物質（食品中の暫定基準を設定

した農薬等)等について 
 
    →消費者庁から説明。 

本件については、消費者庁に対し、食品健康影響評価に必要な準備

を整え、計画どおり評価依頼を行うよう要請した。 
 
（３）令和８年度食品健康影響評価依頼予定物質（飼料中の暫定基準を設定

した農薬）について 
 

  →農林水産省から説明。 

本件については、農林水産省に対し、食品健康影響評価に必要な準

備を整え、計画どおり評価依頼を行うよう要請した。 
 
（４）食品安全基本法第２４条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関する

リスク管理機関からの説明について 
   ・農薬 ６品目 
    カスガマイシン 

テトラニリプロール 
トリホリン 
ピメトロジン 
プロスルホカルブ 
プロパモカルブ 
 

 
   ・農薬及び動物用医薬品 １品目 
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    カルバリル 
 

→消費者庁及び担当の浅野委員から説明。 
  農薬「プロスルホカルブ」及び「プロパモカルブ」については、食

品安全基本法第１１条第１項第２号の「人の健康に及ぼす悪影響の内
容及び程度が明らかであるとき」に該当するものと認められる旨をリ
スク管理機関（消費者庁）に通知することとなった。 

農薬「ピメトロジン」については、現時点で既存評価結果に影響を
及ぼす可能性があることから、農薬第五専門調査会において審議する
こととなった。 
農薬「カスガマイシン」、「テトラニリプロール」及び「トリホリ

ン」、農薬及び動物用医薬品「カルバリル」については、評価書の改
訂を行わず、既存の評価結果を変更しないことから、意見・情報の募
集は行わないこととし、以前の当委員会で決定した評価結果と同じ結
論、 
「カスガマイシンの ADI を 0.094 mg/kg 体重/日と設定し、ARfD は

設定する必要がないと判断した。」 
「テトラニリプロールの ADI を 0.88 mg/kg 体重/日と設定し、ARfD

は設定する必要がないと判断した。」 
「トリホリンの ADI を 0.023 mg/kg 体重/日、ARfD を 1.5 mg/kg 体

重と設定する。」 
「カルバリルの ADI を 0.0073 mg/kg 体重/日、ARfD を 0.01 mg/kg

体重と設定する。」 
という内容をリスク管理機関（消費者庁）へ通知することとなった。 

 
   ・遺伝子組換え食品等 １品目 
    ＫＮ012 株を利用して生産された β－ニコチンアミドモノヌクレオ    

チド 
 

    →消費者庁から説明。 
    本件については、遺伝子組換え食品等専門調査会において審議す

ることとなった。 
 
（５）食品安全基本法第２４条の規定に基づく委員会の意見について 
   ・農薬「アラクロール」に係る食品健康影響評価について 

 
→事務局から説明。 

    本件については、農薬第五専門調査会におけるものと同じ結論、 
「アラクロールの ADI を 0.01 mg/kg 体重/日、ARfD を 1.5 mg/kg 体重
と設定する。」 
との審議結果が了承され、リスク管理機関（消費者庁）に通知するこ
ととなった。 
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（６）その他 
   ・農薬 2 品目「ブロマシル」及び「トルクロホスメチル」を調査審議

する専門調査会の指定について 
 
  →祖父江委員長から報告。 
    農薬「ブロマシル」については、農薬第三専門調査会において、農

薬「トルクロホスメチル」については、農薬第二専門調査会において、
それぞれ調査審議するよう指定したことが報告された。 


